
申立から終了までの主な手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紛争解決手続 

手続実施の申立 
(規則第 24 条) 

申立の受付 
(規則第 24 条) 

手続の実施 
(規則第 26 条) 

形式的要件を満たさない場

合は受け付けない 

(規則第 24 条) 

 

相手方当事者に通知。 

(規則第 26 条) 

申立の移送 
(規則第 52 条) 

手続の事前説明 
(規則第 25 条) 

調停委員の選任 
(規則第 23 条) 

当事者は除斥の申立ができ

る。 

(規則第 23 条) 

 

期日 
(規則第 28 条) 

手続の不実施 
(規則第 27 条) 

手続の不受諾 
(規則第 26 条) 

和解案受諾の勧告 
(規則第 30 条) 

特別調停案の提示 
(規則第 30 条) 

手続の終了 
(規則第 33 条) 


